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選 挙管理委員会告示

⑨金沢市選挙管理委員会告示第30号

平成28年 6月21日に選挙人名簿に登録する者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面の公職選挙法(昭和25年法

律第100号)第23条第 1項の規定による縦覧の場所を次のとおり定めたので、同条第 2項の規定により告示します。

平成28年6月19日

金沢市選挙管理委 員 会

場所 金沢市広坂 1丁 目1番 1号

金沢市選挙管理委員会

備考 縦覧日時は、平成28年6月22日

午前8時30分から午後5時まで

⑨金沢市選挙管理委員会告示第31号

平成28年 6月21日現在の在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官の名称、最終住所及び生年月日(当該在

外選挙人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合及び平成6年 5

月 1日前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録され

たことがないものである場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)を記載した書面の公職選挙法

(昭和25年法律第100号)第30条の 7第 1項の規定による縦覧の場所を次のとおり定めたので、同条第2項の規定によ

り告示します。

平成28年 6月19日

金沢市選挙管理委員会

場所 金沢市広坂 1丁目 1番 1号

金沢市選挙管理委員会

備考 縦覧日時は、平成28年6月22日

午前8時30分から午後5時まで

⑨金沢市選挙管理委員会告示第32号

平成28年 7月10日執行予定の参議院選挙区選出議員選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第

3項の規定により、投票所内、期日前投票所内及び金沢市選挙管理委員会の委員長が不在者投票管理者となる不在者
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投票記載場所内に掲示する候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所を次のとおり定めます。

平成28年 6月19日

金沢市選挙管理委員会

1 日時 平成28年6月22日

午後5時30分から

2 場所 金沢市広坂 1丁目 1番 1号

金沢市役所電子入札室

⑨金沢市選挙管理委員会告示第33号

平成28年 7月10日執行予定の参議院議員通常選挙において、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第65条の13

第 1項の規定により読み替えて適用される同令第53条第 1項の規定により、在外選挙人の不在者投票における投票用

紙及び投票用封筒を郵便等をもって発送する日を平成28年6月20日からと定めます。

平成28年 6月19日

金沢市選挙管理委員会

⑨金沢市選挙管理委員会告示第34号

平成28年 7月10日執行予定の参議院議員通常選挙において、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第四条の 5

の4第 7項の規定により、特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等を

もって発送する日を平成28年6月20日からと定めます。

平成28年 6月19日

金沢市選挙管理委員会
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